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【資産公開制度】 

 

Ⅰ 資産公開制度のあらまし 

この制度は、政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例（平成5年条例第35号）及び

政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例（平成5年条例第36号）並びに川崎市

資産公開等審査会条例（平成5年条例第37号）に基づいて行われています。制度の概要は、次のとおりです。 

なお、政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例の運営等については、議会事

務局が所管しています。 

 

1  資産公開制度の目的 

政治倫理の確立のため、市長、助役及び収入役並びに市議会議員の資産等を自ら公開することによって、

市民の信頼の確保とより開かれた市政の実現を図り、もって公正で民主的な市政の健全な発達に資すること

を目的としています。 

さらに、制度の一層の充実を図るため、川崎市資産公開等審査会を設置し、本制度への市民の参加を確保

するとともに、政治倫理に対する市民の監視を具体化しています。 

 

2  資産公開制度の仕組み 

(1)  制度の対象となる人 

市長、助役及び収入役並びに市議会議員です。 

(2)  対象となる報告書 

ア 資産等報告書 

任期開始の日現在の土地、建物、預・貯金、有価証券、自動車・美術工芸品（取得価額が100万円を

超えるもの）、貸付金、借入金などの資産等 

イ 資産等補充報告書 

任期開始の日後、毎年新たに有することとなった資産等で12月31日現在のもの 

ウ 所得等報告書 

主な内容は、総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額などの前年1年間の所得等の金額 

エ 関連会社等報告書 

4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員・顧問その他の職についている場合には、名称、

住所、職名 

(3)  閲覧手続と場所 

ア 閲覧できる人 

何人も閲覧及び写しの交付を請求できます。ただし、写しの交付は作成に要する費用がかかります。 

イ 閲覧の手続 

閲覧場所で用意した閲覧請求票に必要な事項を記入することにより閲覧できます。 

ウ 閲覧の場所 

① 市長、助役及び収入役の資産等報告書等は、行政情報課で閲覧できます。 

② 市議会議員の資産等報告書等は、議会事務局で閲覧できます。 
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エ 閲覧の時間 

月曜日から金曜日まで（休日を除く。）午前8時30分から午後5時（正午から午後1時までを除く。） 

です。 

 

3  審査会制度の仕組み 

資産等報告書等の内容に疑義がある場合は、審査の申出ができます。 

(1)  申出のできる人 

市内に在住している市民の方に限ります。 

(2)  申出の方法 

審査申出書に住所、氏名を記入し、押印のうえ、疑義の存在を推知させる資料（登記簿謄本の写し、各

種証明書の写し、写真など）を添えて申出ができます。 

(3)  申出先 

ア   市長、助役及び収入役の報告書に関するものは、市長（行政情報課）に申出ができます。 

イ   市議会議員の報告書に関するものは、議長（議会事務局）に申出ができます。 

(4)  審査会 

市議会の同意を得て委嘱した学識経験者及び市民代表7人以内で構成された委員により審査します。 

(5)  審査の結果 

審査の結果は、申出を受けた市長又は議長から通知します。また、審査の結果は、一般の閲覧に供します。 
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Ⅱ 資産公開制度の運営状況 

 

1  市長等の資産等報告書等の公開状況 

平成15年度の公開状況は、次のとおりです。 

閲 覧 開 始 日 報 告 者 報 告 書 名 基 準 日 閲覧者数 

市   長      

助   役 

収  入  役 

資産等補充報告書 

所 得 等 報 告 書 

関連会社等報告書 

平成14年12月31日 

平 成 1 4 年 分 

平成 15 年 4 月 1 日 

0人 

平成15年6月30日 

助 役 関連会社等報告書 平成 15 年 4 月 1 日 0人 

平成15年9 月 8日 助 役 資 産 等 報 告 書 平成 15 年 4 月 1 日 0人 

 

2  市議会議員の資産等報告書等の公開状況 

平成15年度の公開状況は、次のとおりです。 

閲 覧 開 始 日 報 告 者 報 告 書 名 基 準 日 閲覧者数 

平成15年6月30日 議 員 資産等補充報告書 

所 得 等 報 告 書 

関連会社等報告書 

平成14年12月31日 

平 成 1 4 年 分 

平成 15 年 4 月 1 日 

1人 

平成15年10月14日 議 員 資 産 等 報 告 書 平成 15 年 5 月 3 日 0人 

平成15年10月27日 議 員 資 産 等 報 告 書 平成 15年 5 月 16日 0人 

 

3  資産公開等審査会の開催状況 

平成15年度の資産公開等審査会は、1回開催されました。 

なお、審査の申出はありませんでした。 

回 数 内                   容 

第１回 １ 資産公開等審査会会長及び副会長の選任 

２ 資産公開制度に関する説明 

３ 資産公開制度の運営状況（平成13・14年度、平成15年4月1日～平成15年10

月31日）に関する報告 

４ 資産等報告書等の公開日程に関する説明 

 

 

 

 

 

 
 


